
清須市学校施設長寿命化計画

平成28年3月

清須市教育委員会



Ⅰ．清須市学校施設長寿命化計画の策定にあたって

（1） １

１

１

（2） 1

（3） ２

（4） 2

2

2

（5） 3

（1） 3

Ⅱ．学校施設の現状と課題

（1） 6

6

7

7

9

10

11

12

14

14

14

15

16

16

（1） 17

17

17

18

（1） 19

（2） 19

（3） 19

　①背景‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　②目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　③まとめ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　②調査結果（校舎）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　①調査内容‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥

　①計画期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　②整備計画‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

時代の進展、目指すべき姿への対応‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥

構造体耐久性調査等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥

3　学校施設整備に係る課題

施設整備の財源確保‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥

予防保全対策と維持保全対策の確立‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥

　⑨学校施設の維持保全状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･

　⑩過去１０年間における学校施設の増改築等の状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　⑪建物耐震評価‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥

　⑫改修費の状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥

　⑬まとめ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥

2　学校施設の老朽化状況の実態

　③学校施設の配置、通学区域の状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　④学校施設の保有量‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥

　⑤学校施設建築の経緯‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥

　⑥将来の更新コスト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥

　⑦市の財政状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥

　⑧余裕教室の状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥

　実態把握

1　学校施設の実態

学校施設の運営状況・活用状況等の実態‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　①児童生徒数の推移‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　②学級数の推移‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥

計画の期間等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

対象施設‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････‥‥‥･

2　学校施設の目指すべき姿

学校施設の総合的重要事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････‥‥‥･

目次

　目標設定

1　学校施設長寿命化計画の背景・目的等

計画策定の背景と目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

計画の位置づけ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

計画の構成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥



Ⅲ．基本方針

（1） 20

（2） 20

20

20

20

21

（1） 22

（2） 22

22

23

Ⅳ．整備計画の策定・運用

（1） 24

24

24

24

24

24

25

（2） 25

25

26

27

長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　①整備コストの縮減と事業費の平準化‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

2　長寿命化計画の継続的な運用方針

　②計画目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥

　③計画期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥

　④整備基準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥

　⑤整備計画の進め方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥

　⑥整備計画‥‥‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥

　②コスト比較‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥‥‥･‥‥‥‥‥

　①予防保全対策‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　②維持保全対策‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　整備計画の策定・運用

1　学校施設の整備計画

改修等の優先順位づけと整備計画‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　①対象施設‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　②予防保全及び維持保全の方針‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　③目標使用年数の設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　④改修周期の設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

2　基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等

改修等の整備水準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･

維持管理の項目・手法等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　方針の設定

1　学校施設整備の基本的な方針

学校施設の規模・配置計画等の方針‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

改修等の基本的な方針‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　①長寿命化の方針‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥



Ⅰ． 清須市学校施設長寿命化計画の策定にあたって
はじめに

①背景

②目的

計画の位置づけ

化、スポーツなどの活動の場として、地震等の非常災害時には避難所としても、地

域の活動拠点として重要な役割を担っています。

　目標設定

（１）

学校施設長寿命化計画の背景・目的等1

計画策定の背景と目的

　学校施設は、子どもたちの学習・生活の場であり、学校教育活動を行うための基

礎的な教育条件であることから、充実した教育活動を存分に展開できるよう、機能

的な施設環境を整えるとともに、豊かな人間性を育むのにふさわしい防犯・防災性

を備えた安全・安心で衛生的な施設であることが必要です。

　また、学校施設は、地域住民にとって身近な施設であり、生涯にわたる学習、文

　本市の小中学校は、平成１７年７月７日に西枇杷島町、清洲町、新川町の３町の

合併と平成２１年１０月１日に春日町との合併により、小学校８校と中学校４校と

要性に応じて機能回復や改善工事を行うなど適切な学習環境の確保にこれまで努め

てきました。

化に対する維持補修や小中学校からの修繕や改造の要望等については、緊急性や必

なりました。多くの学校施設が、児童生徒数の増加により昭和３０年代から昭和５

　しかしながら、今後、耐用年数の到来に伴う施設の更新時期を迎えることになり、

施設整備には多額の費用を要し、また、その時期が一定期間に集中することから、

本市財政への将来的な影響が懸念されます。

　本計画は、「清須市教育委員会基本方針」を基に、学校施設のあり方を検討し、

児童生徒の安全・安心な教育環境等の維持・整備に取り組むものです。

絡会議決定）における計画的な整備・学校施設の長寿命化・重点化の考え方などを

０年代にかけ建設されており、建築後相当年数が経過し、老朽化が進行しています。

小中学校の校舎棟及び体育館の耐震化については、全て完了し、学校施設の経年劣

　本市学校施設の運営・活用状況や老朽化状況、及び平成２５年１１月に国から示

踏まえ、中長期的な視点から財政負担の軽減を考慮し、安全・安心な教育環境の確

保や教育環境の質的向上等の観点をあわせた効果的・効率的な施設整備を図るため、

清須市学校施設長寿命化計画を策定します。今後は、この計画を基に教育環境を長

されたインフラ長寿命化基本計画（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連

　また、平成２４年３月に策定された「清須市第１次総合計画[改訂版]」やその後

期間にわたって維持するため、学校施設の整備を進めるものとします。

（２）

共施設等総合管理計画」とも整合性を図るものとします。

継計画である「清須市第２次総合計画」及び平成２８年度に策定される「清須市公
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具現化

①計画期間

②整備計画

●清須市第１次総合計画[改訂版]

整合性

●清須市公共施設のあり方基本方針

　【平成２８年度策定予定】

●清須市公共施設等総合管理計画

　【平成２８年度策定予定】）

　（後継計画　清須市第２次総合計画　

b

　整備計画の期間は、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間とします。

〈計画の相関関係イメージ〉

清須市学校施設長寿命化計画

清須市教育委員会基本方針

安全・安心な教育環境の整備等

（４）

（３）計画の構成

計画の期間等

とします。

　校舎等の長寿命化改修を中心に、早急な対応が必要な施設整備等を図るもの

見直します。

　ただし、計画期間内であっても、進捗状況等を踏まえて必要に応じて計画を

a

示す「整備計画」で構成します。

水準及び維持管理の項目・手法等を示す「基本方針」と、具体的な整備予定施設を

　本計画は、学校施設整備の基本的な方針や基本的な方針等を踏まえた施設整備の

　本計画の期間は、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間とします。

により見直しの必要が生じた場合は、改定を行うものとします。

本市における学校規模等適正化に係る施策の実施や本市教育課程に係る制度変更等

　また、国等の動向を注視し、関連する制度の創設や変更が行われた場合、または、

いて検討を進めるとともに、次期長寿命化計画を策定するものとします。

　本計画期間において、次期学校施設の整備・改築も含めた学校施設のあり方につ
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〈計画構成等のイメージ〉

市内幼稚園・小学校・中学校

清洲小学校

対象施設

2 学校施設の目指すべき姿

清須市須ケ口1239番地

星の宮小学校

清須市須ケ口750番地

西枇杷島小学校 清須市西枇杷島町住吉1番地

古城小学校

小学校

はされておりません。また、西枇杷島第２幼稚園については、平成２８年３月に閉

（５）

清須市清洲2576番地

　本計画の対象施設を以下のとおりとします。

清須市清洲1013番地

清須市春日振形131番地

清須市西枇杷島町七畝割3番地1

清須市西枇杷島町城並二丁目2番地1

西枇杷島第１幼稚園

・津波・洪水に強い学校施設

・地震に強い学校施設 ・安全で安心な学校施設

○災害対策

1.　安全性

・防災機能を備えた学校施設

○防犯・事故対策

＊長寿命化改修または改築により更新する学校施設がある限り、計画を策定します。

長寿命化計画 次期長寿命化計画

（1）

ければなりません。また、本市において、施政方針の教育分野では、「歴史・伝統

　今日、経済・社会のグローバル化、情報技術革命、地球環境問題など時代の変化

新川中学校

ます。教育は、これらの社会の変化に対応して絶えずそのあり方を見直していかな

清洲東小学校

幼稚園

学校施設の総合的重要事項

春日小学校

清洲中学校 清須市一場695番地

新川小学校

園となるため、計画対象外とします。

清須市西枇杷島町花咲78番地

春日中学校

基本方針 次期基本方針

整備計画

清須市桃栄二丁目21番地

清須市春日振形126番地

桃栄小学校

次期整備計画

中学校

西枇杷島中学校 

H37H28

・文化・教育を大切にするまちづくり」の重要性を指摘しています。時代の変化や

市の方針を受け、学校施設の目指すべき姿を定めます。

清須市阿原神門125番地

【留意事項】

　西枇杷島第１幼稚園については、平成２８年度に非構造部材耐震改修工事及び空

調設備設置工事を実施し、施設の長寿命化を図る予定であるため、本計画内で検証

に伴い、主体的に対応し、日本の未来を担う人間を育成する教育が重要になってい
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　境

　空間

3.　学習活動への適応性

　を促すための環境

・充実した運動ができる環境

・充実した観察・実験を行うための環境

・子どもたちの自発的な学習や読書活動

○言語活動の充実

・各教科等における発表・討論などの教

○食育の充実

・食育のための空間

　うための環境

○キャリア教育・進路指導の充実

・充実したキャリア教育・進路指導を行

・子どもたちの教科等に対する興味関心

○効果的・効率的な施設整備

・習熟度別指導や少人数指導などの、き

　働学習、観察・実験のまとめや児童生

　徒の成果発表などに活用して学習効果

　を高めるためのＩＣＴ環境

・各教科等の授業の中での調べ学習や協

・調べ学習や習熟度別学習、ティームテ

　ための空間

　すい空間

・子どもたちや保護者等が教員を訪れや

・社会性を身につけるための空間

2.　快適性

　すい空間

　校務の情報化に必要なＩＣＴ環境

・教職員に配慮した空間

　ながり、また、地域の人々が誇りや愛

　着を持つことができる学校

・バリアフリーに配慮した環境

・学習能率の向上に資する快適な学習環

・児童生徒の学校への愛着や思い出につ

○教職員に配慮した環境○快適な学習環境

・教職員等の事務負担軽減などのための　境

・子どもたちや保護者等が教員を訪れや

・伝統や文化に関する教育を行うための

　環境　を促すための環境

　ィーチングなどの多様な学習集団・学

　を促すための環境

・子どもたちの自発的な学習や読書活動

○外国語教育の充実

○伝統や文化に関する教育の充実○主体性を養う空間の充実

　を引き、自ら学ぶ主体的な行動を促す ・外国語活動等におけるジェスチャーゲ

　ームなどの体を動かす活動や、ペアや

・子どもたちの自発的な学習や読書活動

・地球環境問題への関心を高めるための

○環境教育の充実

　る児童生徒に配慮した学校施設

・自閉症、情緒障害又はＡＤＨＤ等のあ

・バリアフリーに配慮した環境

　グループでの活動など、児童生徒が積

　極的にコミュニケーションを図ること

○学校図書館の活用

　ができるような空間

・各教科等の授業の中での調べ学習や協

　育活動を行うための空間

・地域に開かれた学校とするための環境

　徒の成果発表などに活用して学習効果

　働学習、観察・実験のまとめや児童生

・調べ学習や習熟度別学習、ティームテ

・地域の生涯学習の拠点となる学校施設

　を高めるためのＩＣＴ環境

　習形態を展開するための空間

　ィーチングなどの多様な学習集団・学

　習形態を展開するための空間

　エコスクール

・各教科等の授業を充実させるための環

○特別支援教育の推進

○運動環境の充実

○理数教育の充実

　め細かい個に応じた指導を行うための

　を高めるためのＩＣＴ環境

　徒の成果発表などに活用して学習効果

　働学習、観察・実験のまとめや児童生

・各教科等の授業の中での調べ学習や協
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4.　環境への適応性

・環境を考慮した学校施設（エコスクー

　ル）

より抜粋）

5.　地域の拠点化

（「学校施設整備基本構想の在り方について」（学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議、平成２５年３月）

・バリアフリーに配慮した環境

・安全で安心な学校施設

・地域に開かれた学校とするための環境

・地域の生涯学習の拠点となる学校施設
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Ⅱ． 学校施設の現状と課題

①児童生徒数の推移

（平成27年5月1日現在）

児童生徒数の将来推計

のの、ほぼ横ばいの状況で推移すると見込まれます。

合併と平成２１年１０月１日に春日町との合併により、小学校８校と中学校４校と

　児童数については、平成２２年度の３，５７８人から平成２７年度の３，７１３

り人口増加が進む中で、市町村合併前の旧町村時代に学校の増改修が行われてきま

人と横ばい状況、中学校の生徒数も平成２２年度の１，６３９人から平成２７年度

　今後、計画期間内の将来推計では、児童生徒数は、平成３２年度に一旦増えるも

年度別人口、児童生徒数の推移

の１，６９２人と横ばい状況で推移し、平成２８年度も同様な状況と推測されます。

学校が数多く建設されました。

した。特に、昭和４０年代から昭和５０年代の児童生徒数の急増期にあわせて小中

なりました。高度成長期以後の大規模なマンションやアパートなどの住宅開発によ

1

（１）学校施設の運営状況・活用状況等の実態

　実態把握

　本市の小中学校は、平成１７年７月７日に西枇杷島町、清洲町、新川町の３町の

学校施設の実態
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西枇杷島地域 清洲地域 新川地域 春日地域

・西枇杷島中学校 ・清洲中学校 ・新川中学校 ・春日中学校

・西枇杷島小学校 ・清洲小学校 ・新川小学校 ・春日小学校

・古城小学校 ・清洲東小学校 ・星の宮小学校

・桃栄小学校

②学級数の推移

③学校施設の配置、通学区域の状況

転用や統廃合等も視野に入れて、通学区域再編の検討が必要となります。

　しかし、将来推計では、児童生徒数の減少が見込まれることから、学校施設の

現行の体制を維持することが必要となります。

旦増えるものの、ほぼ横ばいのまま推移することから、学校の配置と通学区域も

　通学区域内における児童生徒数の計画期間内の将来推計は、平成３２年度に一

学級数の将来推計

旧町の地域間に捉われない通学区域の調整が必要

　学級数についても、児童生徒数の推移と比例して推移しており、計画期間内の

将来推計でも小中学校ともに、平成３２年度に一旦増えるものの、ほぼ横ばいで

学級数の推移(平成27年5月1日現在)

推移すると見込まれます。
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①西枇杷島 ②古城 ③清洲

④清洲東 ⑤新川 ⑥星の宮

⑦桃栄 ⑧春日

■

■

■

■

■

■

■

■

■

13才

通学区域内の児童生徒数の将来推計

就学年齢人口(7～15才)　※H27は、予測数値
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④学校施設の保有量

本市は、以下のとおり小学校８校と中学校４校を設置しています。

延床面積（㎡）

校舎等 7,293

体育館 1,386

校舎等 4,505

体育館 1,155

校舎等 7,313

体育館 1,776

校舎等 3,916

体育館 1,997

校舎等 6,039

体育館 1,626

校舎等 3,742

体育館 941

校舎等 4,091

 体育館 1,290

校舎等 5,584

体育館 1,266

延床面積（㎡）

校舎等 8,312

体育館 1,990

校舎等 7,289

体育館 1,605

校舎等 7,350

体育館 1,231

校舎等 4,636

体育館 1,099

（平成２７年度公立学校施設台帳より）

1977（昭和 52）年 3 月
春日振形126番地

1978（昭和 53）年 3 月

1961（昭和 36）年 2 月
一場695番地

1974（昭和 49）年 3 月

1961（昭和 36）年 8 月
須ヶ口750番地

1976（昭和 51）年 5 月

施設名称 建設年月 住　　所

1960（昭和 35）年 3 月 西枇杷島町七畝割
3番地11968（昭和 43）年 2 月

1990（平成 2）年　 3 月
桃栄二丁目21番地

1990（平成 2）年 　3 月

1969（昭和 44）年 10 月
春日振形131番地

1976（昭和 51）年 　1 月

1955（昭和 30）年　 8 月
須ケ口1239番地

1979（昭和 54）年　 3 月

1974（昭和 49）年　 4 月
阿原神門125番地

1977（昭和 52）年 11 月

1979（昭和 54）年　 3 月

1955（昭和 30）年 12 月
清洲1013番地

2010（平成22）年　 2月

1980（昭和 55）年 　3 月
清洲2576番地

1980（昭和 55）年 12 月

施設名称 建設年月 住　　所

1957（昭和 32）年　 3 月 西枇杷島町住吉1
番地1979（昭和 54）年 10 月

1975（昭和 50）年　 3 月 西枇杷島町城並二
丁目2番地1

 中学校

 春日

 中学校

 新川

 中学校

 小学校

 中学校

 桃栄

 小学校

 小学校

 清洲

 古城

 小学校

 西枇杷島

 小学校

 星の宮

 小学校

 新川

 小学校

 清洲東

 清洲

 西枇杷島

 小学校

 春日
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⑤学校施設建築の経緯

建築年次別整備床面積　（平成27年５月1日現在）

建築後の経過年数ごとの整備床面積　（平成27年5月1日現在）

５年まで頻繁に建築が続いたという状況となっています。

　学校施設の建築年次別整備床面積をみると、昭和３５年頃から増加し、昭和５

要が生じるとともに、多額な費用の支出が予測されます。

めています。

　建築後の経過年数ごとの整備床面積の状況は、建築後５０年以上の学校施設が

一番多く、次いで４０年以上５０年未満の学校施設が多くなっています。また、

整備床面積の構成比をみると、４０年以上の学校施設が施設全体の８割以上を占

小中学校合せて８校となります。そのため、近い将来、大規模な改修や改築の必

を経過した建物を有する学校は、小学校３校と中学校３校であり、１０年後には

に建築年次の異なる建物が複数存在しています。そのうち、すでに建築後５０年

童生徒数の増加に対応するため、新築・増築を行ってきたことから、同一学校内

　学校施設の大部分は、鉄筋コンクリート造の校舎と鉄骨造の体育館であり、児
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試算条件

　学校施設の更新時期を迎える建物から順に、建築後２０年で大規模改修を実施し、

建築後４０年で改築するものと想定し、総務省から提供される「公共施設等更新費

用ソフト」により将来の更新コストを試算しました。その試算結果では、今後４０

す。

⑥将来の更新コスト

年間で必要となる更新投資等は、総額で約３６２．９億円になり、１年あたり約９．

１億円となりました。

　また、限られた予算の中では、下記表のように改築をする時期が集中することは

困難であり、計画的に校舎の改築を行い、財政負担を平準化することが求められま

※コスト試算は、「公共施設等更新費用ソフト」の仕様により、平成２７年度を開始年度としている。

実施年数：２０年　　　修繕期間：２年　　　単価：８．５万円／㎡

現時点で積み残している処理の割り当て年数：１０年

【大規模改修】

【改築】

現時点で積み残している処理の割り当て年数：１０年

※前提条件として、現建物と同規模程度の改築床面積をベースとする。

更新年数：４０年　　　改築期間：３年　　　単価：３３万円／㎡

大規模改修 築21年以上30年未満の学校施設の大規模改修 改築 築41年以上の学校施設の改築
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歳入の推移・内訳

予測されます。内訳としては、普通交付税の合併算定替が段階的に縮減されるこ

年度には約２３２億となり、計画期間内の将来推計は、ほぼ横ばいであることが

⑦市の財政状況

　春日町との合併以降の財政収支の実積と、新市建設計画（平成２７年３月変更）

における平成３２年度までの財政計画を以下に示します。

　歳入総額は、平成２６年度の実績値が約２４４億円となりましたが、平成３２

　また、主な自主財源である市税は、１２０億円前後で推移しています。

とから、地方交付税の大幅な減額が見込まれます。

11,411 11,423 11,289 11,351 11,645 11,698 11,774 11,812 11,919 12,004 12,095 12,189

1,174 1,114 1,151 1,049
1,135 1,182 1,511 1,771 1,841 1,841 1,841 1,841763

1,568 2,211 2,277
2,104 1,848

1,836 1,685 1,409 1,133 857 556

3,135

3,371
3,453 3,240

3,408 3,995
4,152 4,013

4,851 5,403

4,559 4,579
1,539
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1,307 1,441

1,548
1,866

2,354
3,078 1,907

2,219

1,473 1,573

980

559

727 476

790

1,315

661

1,442

254

712

974 1,162

1,835 596

887
733

685

917 0

0

0

0

0 0
1,184
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市税 譲与税･交付金等 地方交付税 国･県支出金 市債 繰入金(財政調整基金) 繰越金 諸収入(繰入金除く)

単位(百万円)
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の確保が必要になります。

施設の維持管理を進めていくことは、適切な事業計画、事業費の平準化及び財源

　このような極めて厳しい財政状況の中で、多額の費用のかかる老朽化した学校

化の影響により、平成２１年度の約２５億円に対して、平成３２年度には５２億

歳出の推移・内訳

が予測されます。内訳としては、義務的経費の一部にあたる扶助費が、少子高齢

年度には約２３２億円となり、計画期間内の将来推計は、ほぼ横ばいであること

　歳出総額は、平成２６年度の実績値が約２３６億円となりましたが、平成３２

円と約2.１倍となることが見込まれます。

3,892 3,606 3,625 3,517 3,454 3,461 3,473 3,483 3,468 3,482 3,401 3,392

2,531
3,691 3,920 3,925 4,057 4,323 4,455 4,592 4,734 4,880 5,030 5,186

1,753

1,828 1,748 1,751 1,849
1,858 1,762 1,837 1,949 1,861 1,872 1,921

4,547

4,540 4,638 4,502 4,621
4,950 4,824 4,768 4,637 4,659 4,664 4,652

109

100
98 93

101
89 90 91 91 91 91 91

3,412
2,147 1,913 2,057 1,858

2,235 1,922 1,910 1,929 1,973 1,943 1,933

2,783

1,579 1,889 2,229 2,274

3,592 4,000
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2,480 2,240
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単位(百万円)
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環境の確保に努めていますが、近年は多くの施設で経年劣化による老朽化が進行

ついては、緊急性や必要性に応じて機能回復や改善工事を行うなど、適切な学習

築等の状況は以下のとおりです。
　平成３年以後、本市において学校施設の増築は行っておりません。ただし、改
⑩過去１０年間における学校施設の増改築等の状況

ての普通教室等において、設置されていない状況です。

　一方、小中学校の空調設備については、子どもたちの学習・生活の場である全

し、改修を要する箇所が非常に増加してきています。

屋上や給排水・機械・電気設備等の改修、フェンスやプール等の修繕、新たな教

⑧余裕教室の状況

　学校施設の整備は各学校の状況に応じて、建物の外壁や床・内外建具、屋根・

⑨学校施設の維持保全状況

　しかし、一部の学校では、特別支援教室を確保するためにパーテーションで区

切等の対応をしている反面、児童生徒数の減少により、余裕のある教室活用をし

ている学校もあり、学校間で余裕教室の活用において差が生じています。

　今後は、余裕教室の有効な活用について、転用や目的外利用等について検討が

平成２０年３月　清洲小学校　プール施設
平成２１年３月　星の宮小学校　プール施設
平成２２年２月　清洲小学校　体育館
平成２７年５月　清洲中学校　テニスコート・ソフトボール場

必要になります。

　余裕教室の状況を学校施設台帳（平成２７年５月１日作成）からみると、多様

な教育に対応するための特別教室、特別支援教室の増加及び放課後子ども教室の

実施などの教室が必要であることにより、余裕教室がない状況です。

　学校施設の経年劣化に対する維持補修や小中学校からの修繕や改造の要望等に

育内容・活動に必要な屋内改修などを行い、教育環境の確保に努めています。
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⑪建物耐震評価

市内小中学校の耐震性

管理教室棟

特別教室棟

教室棟

体育館

管理教室棟・教室棟

教室棟

体育館

校舎

体育館

管理教室棟・教室棟

体育館

管理教室棟

教室棟

体育館

校舎

体育館

管理教室棟

管理教室棟

体育館

本館

新館

体育館

管理教室棟・特別教室棟

教室棟

管理教室棟・特別教室棟南

体育館

管理棟

教室棟

西棟

体育館

特別教室棟

教室棟

武道場

体育館

校舎

体育館

※Is値（耐震指標）/新耐震　1981年（昭和56年）以後の耐震基準

0.77

0.71

0.76

0.80

新耐震

0.84

0.76

0.80

0.78

1.15

0.71

0.82

1.26

0.88

0.75

1.07

新耐震

0.77

新耐震

0.72

0.77

0.97

0.78

0.72

新耐震

新耐震

新耐震

2.05

0.75

1.63

新耐震

0.73

1.83

0.72

清洲東小学校

古城小学校

西枇杷島小学校

　本市では、全ての小中学校が耐震補強などにより耐震性能を確保しています。

　また、耐震補強工事の実施時に改修工事が行われています。

耐震性（Is値）施設名称

清洲小学校

0.80

新耐震

星の宮小学校

新川小学校

春日中学校

新川中学校

清洲中学校

西枇杷島中学校

春日小学校

桃栄小学校
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⑫改修費の状況

改修・修繕を行ってきました。

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

1 77,049,000 0 11,167,800 52,221,762 19,772,550 5,355,000 55,396,600 892,500 52,770,960

2 0 31,657,500 8,106,000 23,919,410 12,579,000 16,147,950 33,706,575 892,500 0

3 6,867,000 164,048,000 70,315,300 372,785,101 4,042,500 2,301,915 34,849,500 875,000 8,430,480

4 0 0 10,584,000 17,742,077 2,194,500 2,604,315 26,228,825 875,000 45,978,840

5 26,250,000 6,733,545 0 25,631,452 6,825,000 3,431,820 37,938,075 20,671,350 111,532,680

6 22,890,000 14,925,309 0 22,890,783 840,000 48,220,200 93,698,115 25,147,500 51,071,040

7 0 3,668,532 0 17,198,645 5,460,000 0 25,816,875 892,500 199,800

8 208,950,000 0 0 19,352,235 0 0 8,463,000 875,000 4,060,800

9 56,292,915 56,637,000 5,885,116 9,038,190 1,622,250 21,772,800 0 60,634,350 2,261,520

10 748,440 4,714,500 38,229,451 7,092,330 16,332,750 4,302,900 207,241,336 184,775,479 25,207,726

11 4,842,730 0 6,320,345 17,699,955 4,903,500 0 33,621,111 101,718,050 40,833,720

12 0 0 0 5,379,675 669,900 0 0 38,262,350 79,469,400

13 0 0 14,445,900 5,609,935 0 0 0 0 950,400

⑬まとめ

新川小学校

清洲東小学校

春日小学校

桃栄小学校

星の宮小学校

西枇杷島第１、２幼稚園

春日中学校

新川中学校

清洲中学校

ることが予想されます。

　施設の老朽化に対処しなければ、外壁モルタルの落下等危険な状態になることや消防設備、給排

古城小学校

西枇杷島小学校

西枇杷島中学校

　本市の学校施設は、限られた修繕費や改修工事費の中で、教育活動の機能や環境を整えるために

水設備等の故障により使用できなくなること、構造体の脆弱化により長期にわたり利用できなくな

る可能性があります。

　しかしながら、今後の将来推計では、児童生徒数の減少が見込まれることから、学校施設の転用

や統廃合等も視野に入れて、通学区域再編の検討が必要となります。また、余裕教室についても増

加が見込まれることから、転用や目的外利用等についての検討が必要になります。

平成18年度からの改修費の集計表

　建築後、長い年月が経過した学校施設の割合が高くなっており、今後は膨大な更新コストがかか

清洲小学校
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①調査内容
ア　構造体耐久性調査

（調査内容） 予備調査……… 設計図書、定期点検等の結果を確認し、調査位置を検討

外観目視調査… ひび割れ、鉄筋の露出等の状況を確認し、調査位置を検討

物理的調査…… 建物からコンクリート供試体を採取し、①～③の試験・調査を実施

①鉄筋腐食状況　　　②中性化状況　　　③圧縮強度試験

（判　　定）

イ　外壁総合劣化度調査

（調査内容） 目視調査、触診調査、打診、塗膜付着力調査

（調査範囲） 外壁面、軒天

（判　　定） Ａ 良好 …　 外壁・鉄部　良好な状態

Ｂ 軽度 …　 外壁・鉄部　３～４年以内に改修・塗替

Ｃ 中度 …　 外壁　２年以内に改修、鉄部　塗替

Ｄ やや重度 …　 外壁　１年以内改修、鉄部　直ちに塗替

Ｅ 重度 …　 外壁　直ちに改修、鉄部　部材取替

学校名 建築年月 経年数 構造体耐久性 外壁総合劣化度 備　考

Ｓ37.03 53年 20年未満

Ｓ32.03 58年 20年以上

Ｓ33.03 57年 40年以上

Ｓ42.12 48年 20年以上

Ｓ45.08 45年 40年以上

Ｓ62.03 28年 40年以上

Ｓ50.03 40年 40年以上

Ｓ50.05 40年 20年以上

Ｓ58.03 32年 40年以上

Ｓ30.12 60年 20年以上

Ｓ41.12 49年 40年以上

Ｓ47.12 43年 20年以上

Ｓ48.05 42年 20年以上

Ｓ55.03 35年 20年以上

Ｓ55.05 35年 20年以上

Ｓ30.08 60年 20年以上

Ｓ38.03 52年 20年以上

Ｓ30.08 60年 20年以上

Ｓ43.03 47年 20年以上

Ｓ43.06 47年 20年以上

Ｓ49.04 41年 40年以上

Ｓ49.08 41年 20年以上

Ｓ55.12 35年 20年以上

Ｈ02.03 25年 40年以上

Ｈ02.03 25年 40年以上

Ｓ44.10 46年 40年以上

Ｓ54.03 36年 20年未満

Ｓ43.02 47年 40年以上

Ｓ38.07 52年 40年以上

Ｓ41.08 49年 20年以上

Ｓ38.07 52年 20年以上

Ｓ35.03 55年 40年以上

Ｓ37.06 53年 20年以上

Ｓ60.05 30年 40年以上

Ｓ36.06 54年 20年以上

Ｓ36.06 54年 20年以上

Ｓ36.02 54年 40年以上

Ｓ44.12 46年 40年以上

Ｓ49.03 41年 20年未満

Ｓ49.05 41年 20年未満

Ｓ58.01 32年 40年以上

Ｓ45.08 45年 40年以上

Ｓ38.03 52年 20年以上

Ｓ36.08 54年 20年以上

Ｓ60.02 30年 40年以上

2 学校施設の老朽化状況の実態

（１）構造体耐久性調査等

　学校施設の長寿命化に向けて調査を行い、構造体の劣化の程度からその耐久性（

今後期待できる建物の使用期間）を判定することを目的として、平成２６年度から

平成２７年度にかけて構造体耐久性調査等を実施しました。

40年以上　　　　　20年以上　　　　　20年未満

②調査結果（校舎）

西枇杷島小学校 Ｃ～Ｄ ㉖実施

古城小学校 Ｃ～Ｄ ㉗実施

清洲小学校 Ｄ～Ｅ ㉖実施

清洲東小学校 Ｃ～Ｄ ㉗実施

新川小学校 Ｃ～Ｄ ㉖実施

星の宮小学校 Ａ ㉗実施

桃栄小学校 Ｃ～Ｄ ㉗実施

春日小学校 Ｃ～Ｄ ㉗実施

西枇杷島中学校 Ｃ～Ｄ ㉖実施

清洲中学校 Ｄ ㉖実施

新川中学校 Ｃ～Ｄ ㉖実施
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外壁総合劣化度 備　考

③まとめ

　現地調査

　②コンクリート壁のコア抜き

　⑥鉄筋の腐食（さび）の状況

　④圧縮強度試験

ク等外壁総合劣化度は、Ｃ（中度）からＤ（やや重度）の劣化判定となった学校が

　また、下地調整剤（モルタル）の浮き・剥がれ、雨だれ、手摺等のさび、クラッ

る結果となりました。

古い西枇杷島小学校をはじめ、建築年数が経過している建物の耐久性が低下してい

校舎の構造体耐久性が「２０年未満」と著しく低下していました。また、建築年の

　西枇杷島小学校の１棟の校舎、清洲中学校の１棟の校舎及び春日小学校の１棟の

Ｓ58.02 32年 40年以上

学校名 建築年月 経年数 構造体耐久性

Ｓ52.03 38年 40年以上

　⑤コンクリートの中性化

多く見受けられる中、清洲小学校は一部Ｅ（重度）と判定されました。

㉗実施Ｃ～Ｄ春日中学校

　①コンクリート壁の調査

　③コンクリートコア
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（参考）　長寿命化改良事業の地方財政措置

*建築後 40年以上

※長寿命化改修

予防保全対策と維持保全対策の確立

改修すること。

備や仕上げを一新することで、改築した場合と同等程度の強度と機能を持つ建物に

　建物を耐震補強、耐久性向上のための改修や非構造部材の耐震対策を実施し、設

（２）

（３）

児童生徒の安全を確保し、学習環境を整備することです。また、結果として、それ

　大切なことは、壊れてから修繕するのではなく、壊れる前に計画的に改善をして

の質的向上や学校施設に備えるべき施設・設備への更新を図る必要があります。

姿に適切に対応するため、施設整備にあたっては、時代のニーズに適した教育環境

　時代の進展に伴い、教育内容や教育方法が多様化してきていることや目指すべき

持保全対策を確立することが不可欠です。

ます。こうした点を十分に配慮しながら本計画に基づき、適切な予防保全対策と維

が修繕費を安価にし、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減に繋がり

時代の進展、目指すべき姿への対応

3 学校施設整備に係る課題

（１）施設整備の財源確保

　コンクリートの割れや剥離、雨漏りや漏水等の安全性や衛生上の問題が生じるな

必要となります。

と老朽化調査に基づく計画的な事業実施による事業費の平準化に向けた取り組みが

中することから、本市財政への影響が懸念されます。このため、整備コストの縮減

こととなります。施設整備には多額の費用を要し、また、その時期が一定期間に集

ど老朽化の進行と耐用年数の到来に伴い、今後多くの学校施設が更新時期を迎える

元利債還金に対する交付税措置

地方債　60%

40% 26.7%

とともに、効率的・効果的な執行を図っていく必要があります。

　施設整備にあたっては、これらの措置を含む国の財政支援制度を有効に活用する

国費　33.3%

6.7%

命化改良事業」が創設され、改築と同様の地方財政措置が設定されました。

れています。平成２５年５月にはその支援として国庫補助メニューに新たに「長寿

　老朽化対策においては、改築よりも効率的な「長寿命化改修」への転換が推奨さ

実質的な地方負担
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①長寿命化の方針

②予防保全及び維持保全の方針

③目標使用年数の設定

源確保のため、国庫補助を有効に活用するとともに、効率的・効果的な執行を図り

　なお、改築せざるを得ない建物があった場合は、改築までの期間に応急的な保全

ます。

基づき、８０年とします。

ことが可能です。本市の目標使用年数は、学校施設の構造体耐久性調査の結果等に

クリート及び鉄筋の強度が確保される場合は約７０～８０年程度の長寿命化を計る

は税務上、償却資産費を算定するものであり、適切な維持管理がなされれば、コン

　鉄筋コンクリート造の学校施設の法定耐用年数は、４７年となっているが、これ

ルコストを下げます。一方で、毎年の維持管理費として予算の確保をします。

させることができ、改修、日常的な維持管理の費用を平準化し、中長期的なトータ

のとします。

掃によって、機器を中心とした不具合や故障の早期発見に繋がり、老朽化を防ぐも

施によって、効率的な維持保全が必要です。同時に、日常の目視等による点検や清

から、委託業者保守点検や建築基準法、消防法などの法で定められた定期点検の実

　また、建物の老朽化や設備劣化による事故等を未然に防ぐことが求められること

を行うなど、当面の安全性・機能性等を確保します。

することが有効です。予防保全を行うことにより、突発的な事故や費用発生を減少

けではなく、損傷が軽微である早期段階から保持・回復を図る「予防保全」を導入

による劣化・破損等の大規模な不具合が発生した後に修繕等を行う「事後保全」だ

　施設を長く使用するため、適切な維持管理が必要であり、そのためには、老朽化

築より工事費が安価な長寿命化改修への転換を図ります。施設整備については、財

の縮減・予算の平準化を計るため、劣化状況が激しく緊急を要する施設以外は、改

学校施設が増加する恐れがあります。中長期的な維持管理等に係るトータルコスト

　財政状況を踏まえて、従来の改築を中心とした老朽化対策では、対応しきれない

等を検討する学校について協議します。

1 学校施設整備の基本的な方針

（１）学校施設の規模・配置計画等の方針

　しかしながら、今後の将来推計では、人口とともに児童生徒数が減少することか

ら、地域の実情に応じ、他の公共施設との複合化・共有化を検討する学校や統廃合

　ただし、本計画時点にて建築後の経年数が５０年以上の学校施設については、改

築する時期が重なるため、安全性を確保した上で、目標使用年数から１０年間の使

用を目指します。

　方針の設定

　学校施設の実態や目指すべき姿等を踏まえると、計画期間内は、学校施設の規模

や配置については、現状の規模や機能を維持するものとします。

（２）改修等の基本的な方針

Ⅲ． 基本方針
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④改修周期の設定

改築中心から長寿命化への転換のイメージ図

※本計画時点にて建築後の経年数が５０年以上の学校施設については、改築する時

　期が重なるため、安全性を確保した上で、目標使用年数から１０年間の使用を目

　指します。

　設定した目標使用年数まで使用するため、必要な改修周期を想定し、竣工後から

数十年経過後に原状回復のための改修を行い、目標使用年数の中間期に長寿命化改

修を実施、その後、改築までの期間に再度原状回復のための改修を行うなど定期的

な改修を行うことで建物の長寿命化を図ることが重要です。

　一般的に鉄筋コンクリート造の構造体の耐用年数は、４７年といわれていますが、

本市内の学校施設の大部分が鉄筋コンクリート造の建物であり、市が調査した構造

長
寿
命
化
の
イ
メ
ー

ジ

体耐久性調査では、年数を超えて使用可能な状態であることが分かり、今後は原則

として、改築に替えて構造体の耐用年数まで使用することを目標に、改修などを行

うことで機能を向上・回復させて長寿命化を進め、財政負担の低減・抑制化を図り

改
築
中
心
の
イ
メ
ー

ジ

ます。

大規模改修費
(事後保全的な改修)

大規模改修費
(事後保全的な改修)

40 60 80年

改築費改築費

竣工

建物の水準

40～50年間

経年による
機能・性能の劣化

（機能・性能の劣化に殆ど対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう）

改築 改築

20

大規模改修費
(予防保全的な改修)

大規模改修費
(予防保全的な改修)

60 80年

経年による機能・性能の劣化

長寿命化改修費
(改築の６割
程度の費用)

20 40

改築費

竣工

改築

70～80年間

（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う）

建物の水準

大規模改修
(原状回復等)

・外装、内装等の改修

・断熱化等のエコ改修

・トイレ改修

・空調設置

長寿命化改修
(機能向上)

・コンクリート中性化対策

・鉄筋の腐食対策

・耐久性に優れた仕上材へ

の取り替え

・多様な学習内容・学習

形態への対応

大規模改修
(原状回復等)

・外装、内装等の改修

・断熱化等のエコ改修

・トイレ改修

・空調設置
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①予防保全対策

機械設備

電気設備

建築

工種

建築

工種

学校施設（プール）

学校施設（体育館）

20年

20年

計画更新年数

ろ過機

水槽

部位

防災設備 20年

20年

20年

計画更新年数

20年

エレベータ 25年

空調設備

消火設備 20年

30年

受変電設備 25年

整備水準

維持管理の項目・手法等

受水層 25年

高架水層

内装 30年

給排水・衛生

工種

学校施設（校舎）

工種

25年

25年

電気設備一般 25年

　　　 参考　（財）建築保全センター「建築物のライフサイクルコスト」

部位 計画更新年数

防水 20年

外装 20年

整備水準の設定項目

建築

機械設備

電気設備

（２）

　必要な予防保全を基本とし、部位ごとに定めた計画更新年数に基づき、建築や最

省エネルギー化が図れる高効率の設備機器を導入するととも
に、維持管理や設備更新の容易性の確保をする。

建具
（内部）

　改修等の整備水準を以下のとおり設定します。

終改修からの経過年数や劣化状況に応じて、周期的に改修を行うものとします。ま

た、経年による機能劣化が少ない部位は事後保全とします。このため、計画に基づ

外壁

屋根

部位

20年建具（外部）

建具（内部）

いた予算の確保が重要となります。

建築

2

（１）改修等の整備水準

基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等

防水

外装
耐久性に優れた材料等への取り替え（劣化に強い塗装・防水材
等の使用）、維持管理の容易性の確保、断熱材、二重サッシ、
日射遮蔽等の省エネルギー化対策など建物の基本的性能の向上
を図る。

内装

建具
（外部）
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②維持保全対策

維持保全点検の実施

日常点検の主な項目

目視（コーキング亀裂・破損）、防火設備、落
下防止策、落下事例

種別

室内環境

長寿命

内装（床）

内装（壁）

点検調査

目視・打診（クラック、モルタル浮き、鉄骨爆
裂）、落下事例

内装（天井）
目視（劣化・破損・たわみ）、雨漏り、漏水の
有無

目視（劣化・破損・明度）、不陸状況、防滑性

目視（劣化・腐食）、便器数、バリアフリー整
備状況、建築経過年数

屋上防水

安全・長寿命

転落防止手摺

法定点検

部位

建築基準法、消防法などの法で定められた定期点検の実施。

安全対策

委託業者による保守点検や建築基準法、消防法などの法で定められた定期点検の

効果があります。

判定の方法

ライフライン（電気・ガス・水道等）の点検を専門家によ
り点検。
定期的に校舎等の外壁・内壁・構造体及び屋根の防水性な
どの劣化度の調査を専門家により実施。

避難経路

業務委託業者による保守点検の実施。

　建物の老朽化や設備劣化による事故等を未然に防ぐことが求められることから、

る報告書の故障・修理の内容を計画的に予算に反映させて財源を確保します。

　学校からの故障報告や修繕依頼に加えて、このような保守点検や定期点検によ

清掃は、機器を中心とした不具合や故障の早期発見に繋がり、老朽化を遅らせる

実施によって、効率的な維持保全が必要です。また、日常の目視等による点検や

日常は、学校保健安全法に基づく学校施設・設備の安全点
検・清掃をする。（学校が主に目視によりさびやひび割れ
などの進行状況を確認し、安全衛生チェックシートにより
報告。1回／月）

日常点検・清掃

委託業者保守点検

目視（劣化・破損）、開閉状況、施錠状況

防火区画、二方向避難等の法令適合、避難設備
の作動状況

目視（劣化・破損）

便所

建具（扉・戸）

目視（防水層の破損・腐食）、雨漏りの有無、
建築経過年数

外壁

建具（窓・サッシ）

目視（劣化・腐食）、転落防止手摺の設置状況
（高さ・位置）
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整備計画の策定・運用

①対象施設

②計画目的

③計画期間

④整備基準 

⑤整備計画の進め方

　学校施設の安全性を確保し、機能向上を図るため、本計画に基づき、平成２８年

度から学校施設の長寿命化改修事業を実施します。

　なお、事業実施における優先度を考慮の上、原則として年２校ペースで改修を実

（１）

　今回の整備計画策定において、主な調査として「外壁総合劣化度」、「構造体耐

するよう、整備計画を策定します。

　計画の期間は、平成２８年度から平成３７年度までとします。　

　【改修における優先度の基本的考え方】
次に掲げる条件を複数満たす学校施設の改修を優先することとする。

○　外壁総合劣化度調査の結果が「Ｅ （重度）」の棟がある学校
　　　⇒  清洲小学校

○　構造体耐久性調査の結果が「20年未満」の棟がある学校
　　　⇒　西枇杷島小学校、春日小学校、清洲中学校

○　建築後の経年数が「50年以上」の棟がある学校
　　　⇒ 西枇杷島小学校、清洲小学校、新川小学校、西枇杷島中学校、
　　　　 清洲中学校、新川中学校

２年とします。

から優先的に改修を行います。

施するとともに、各校の改修にあたっては実施設計及び改修工事の期間はそれぞれ

　整備計画の策定・運用

久性調査」及び「建築後の経年数」を基準にしています。

Ⅳ．
学校施設の整備計画1

改修等の優先順位づけと整備計画

　本計画は、学校施設のうち、校舎を整備対象施設とし、早急な整備が必要なもの

　財政負担の軽減の検討を行い、将来の財政状況を加味した上で、学校施設を維持

　本市が所有する学校施設の長寿命化対策。
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⑥整備計画

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

長寿命化改修
(防水・外装・内装・

ライフライン）

長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果

①整備コストの縮減と事業費の平準化

 b　 学校統合等による適正な学校配置に基づく整備を図ります。また、将来の児童

※　平成３４年度～３７年度は計画予備年度とする。

（2）

 　備を図り、事業費の抑制に努めます。

 　生徒数の推移を踏まえ、余裕教室等は整備対象から除外するなど、適切な施設整

 d 　円滑な整備事業の推進を図るため、契約手法や整備方法の検討を行います。

西枇杷島小学校
清洲小学校

新川小学校
春日小学校
清洲中学校

西枇杷島中学校
春日中学校

古城小学校
星の宮小学校
新川中学校

清洲東小学校
桃栄小学校

 　備量を一定範囲に設定するなど事業費の平準化に努めます。

 a 　施設整備にあたっては、国の財政支援制度を活用するとともに、年次ごとの整

　整備計画を以下のとおり計画します。

校　舎

年　　度

　 とします。

 c 　工事の設計にあたっては、ライフサイクルコストも視野に入れて検討するもの

工 事 対 象 校

改 修 内 容

平成34年度～平成37年度
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②コスト比較

長寿命化を図る場合のコスト

試算条件

【大規模改修】

実施年数：４０年　　　修繕期間：２年　　　単価：１７万円／㎡

現時点で積み残している処理の割り当て年数：１０年

【改築】

更新年数：８０年　　　改築期間：３年　　　単価：３３万円／㎡

現時点で積み残している処理の割り当て年数：１０年

９億円と改築中心の場合と比較すると低い金額となりました。

年間で必要となる更新投資等は、総額で約２７４．８億円になり、１年あたり約６．

用ソフト」により将来の更新コストを試算しました。その試算結果では、今後４０

建築後８０年で改築するものと想定し、総務省から提供される「公共施設等更新費

　学校施設の更新時期を迎える建物から順に、建築後４０年で大規模改修を実施し、

※前提条件として、現建物と同規模程度の改築床面積をベースとする。

改築中心の場合のコスト

※コスト試算は、「公共施設等更新費用ソフト」の仕様により、平成２７年度を開始年度としている。

約３６２．９億円になり、１年あたり約９．１億円になります。（Ｐ１１ 参照）

　改築中心の場合の試算結果では、今後４０年間で必要となる更新投資等は総額で

れました。

　また、改築をする時期についても集中することはなくなり、財政負担も平準化さ

２．２億円/年

コスト縮減

大規模改修 築21年以上30年未満の学校施設の大規模改修 改築 築41年以上の学校施設の改築

大規模改修 築41年以上70年未満の学校施設の大規模改修 改築
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（参考）
整備予定校位置図

2 長寿命化計画の継続的な運用方針

　計画期間の範囲内であっても、進捗状況等を踏まえて必要に応じて計画の見直し

を実施し、目標の達成状況を正確に把握します。
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